
岡山市ＩＴ利活用支援補助金交付要綱 
制定 令和２年１２月２４日 
改正 令和３年１１月２６日 
改正 令和６年９月１８日 
改正 令和７年４月１４日 

（趣旨） 
第１条 本市内企業へのＩＴ利活用支援により、労働生産性向上・競争力強化を図り、本市の経済を活

性化するため、予算の範囲内において岡山市ＩＴ利活用支援補助金（以下「補助金」という。）を交

付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、岡山市補助金等交付規則（昭

和 48 年市規則第 16 号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 
（定義） 
第２条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。 
２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
（１）中小企業者 独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成１４年法律第１４７号）第２条に規定

する中小企業者を基に、別表１のとおりとする。 
（２）大企業 中小企業者以外の事業者 
（３）みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者 

ア 発行済株式の総数または出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している企業 
イ 発行済株式の総数または出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している企業 
ウ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている企業 

（補助事業）  
第３条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、別表２に掲げる取組とする。 
（補助対象者） 
第４条 補助対象者は、次の各号のいずれも満たすものとする。 
（１）補助事業実施年度に、IT 利活用支援業務（岡山市委託事業）の支援対象者に採択されていること。 
（２）岡山市内に本社もしくは主要な事業所（工場・オフィス・店舗等）がある中小企業者。 
（３）岡山市内の事業所（工場・オフィス・店舗等）における取組であること。 
（４）同一の経費について国及び岡山県、その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けない

こと。 
（５）許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。 
（６）市税を滞納していないこと。 
（７）次のいずれにも該当しないこと。 
  ア みなし大企業 
  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条（昭和２３年法律第１２２号）に規

定する業種 
ウ 岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第１号に規定する暴力団 

  エ 岡山市暴力団排除基本条例第２条第２号に規定する暴力団員 
  オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 
  カ 訴訟や法令遵守上において、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている者 

キ 市長が不適当と認めるもの 



（補助金の交付の制限） 
第５条 補助金の交付は、同一年度における同一の補助対象者について、同一補助事業につき１回まで

とする。 
（補助金額） 
第６条 補助金の額は、別表２の補助事業名の欄に掲げる区分に応じ、同表補助対象経費の欄に定める

補助対象経費の合計額に、同表補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額で、同表補助金交付限度額

の欄に定める額を上限とする。ただし、証拠書類等により、金額・支払い等が確認できる経費であり、

補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額を含まない。なお補助対象とならない経費は別表３の

とおり。 
  ２ 前項によって得られた額に１，０００円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 

（交付の申請） 
第７条 補助金の交付申請は、補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して市長に

提出して行わなければならない。 
（１）補助事業計画書 
（２）同意書 
（３）市税の滞納無証明書 
（４）事業開始前の状況写真（必要な場合） 
（５）債権者登録申請書（未登録の場合） 
２ 規則第５条第２項の規定により、同条第１項第２号から第４号までの書類の添付は要しないものと

する。 
（交付の決定） 
第８条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請についてその内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 
（計画変更等の承認） 
第９条 補助対象者は、補助事業の計画を変更（市長の定める軽微な変更に係るものを除く。）しようと

するとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく補助事業計画変更・

中止（廃止）申請書（様式第３号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
２ 前項に規定する市長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 
（１）別表２の補助事業名欄に掲げる事業ごとの補助対象経費の２０％を超える増減 
（２）補助金交付決定額の変更 
（状況報告） 
第１０条 市長は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助対象者に対し報告を求め、又は

職員に事業場に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させ、若しくは補助事業関係者に質問させ

ることができるものとする。 
２ 市長は、前項の調査により、規則及びこの要綱に適合しない事実が明らかになった場合には、補助

事業者に対して、適合させるための措置を執ることを命ずることができるものとする。 
（着手届及び完了届の免除） 
第１１条 規則第１５条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は要しない。 
（実績報告） 
第１２条 補助対象者は、当該補助事業等が完了したときは、補助事業実績報告書（様式第４号）に、



次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 
（１）事業実施報告書 
（２）労働生産性への影響がわかるもの 
（３）補助事業に係る契約関係及び経費支出の証拠書類 
（４）成果物や写真等の事業を実施したことを示すもの 
（補助金の額の確定） 
第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助

金確定通知書（様式第５号）により当該補助対象者に対し通知するものとする。 
（請求） 
第１４条 前条の確定通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出し、

補助金の交付を受けるものとする。 
（財産処分の制限） 
第１５条 補助事業により取得した財産は、規則第２４条第１号、第２号若しくは第３号の適用を補助

事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間受けるものとする。 
２ 規則第２４条第２号の市長が定めるものは、機械及び重要な器具全てとする。 
３ 規則第２４条第３号の特に必要があると認めて定めるものは、ソフトウェアとする。 
（関係書類の整備等） 
第１６条 補助対象者は、第１２条に規定する書類のほか、補助金についての経理を明らかにする書類、

帳簿等を常に整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならな

い。 
２ 市長は、補助事業完了後も補助対象者に対し必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。 
（委任） 
第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
 
  附  則 
 この要綱は、令和２年１２月２４日から施行する。 

附  則 
 この要綱は、令和３年１１月２６日から施行する。 
  附  則 
 この要綱は、令和６年９月１８日から施行する。 

附  則 
 この要綱は、令和７年４月１４日から施行する。 
  



別表１ 本補助金における中小企業者の定義：以下（１）（２）を満たすこと 

（１）以下のいずれかを満たすこと 

○会社および会社に準ずる営利法人  
 （株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・ 協業組合）  
○個人事業主（商工業者であること） 
○以下の要件を満たした特定非営利活動法人 

①法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される３４事業）を行っていること  
②認定特定非営利活動法人でないこと 

 

（２）以下、基準分類表の「資本金の額又は出資の総額」もしくは「常時使用する従業員の数」
の数値のいずれかもしくは両方を満たす者 

基準分類表 
資本金の額又は出資の

総額 
常時使用する従業員の数 

①製造業、建設業、運輸業、その他の
業種（②～⑦以外） 

3億円以下 300人以下 

②ゴム製品製造業（自動車又は航空機
用タイヤ及びチューブ製造業 並
びに工業用ベルト製造業を除く。） 

3億円以下 900人以下 

③卸売業 1億円以下 100人以下 
④小売業 5千万円以下 50人以下 
⑤サービス業（⑥⑦以外） 5千万円以下 100人以下 
⑥ソフトウェア業又は情報処理サー
ビス業 

3億円以下 300人以下 

⑦旅館業 5千万円以下 200人以下 

 
※中小企業者には当てはまらない者 
〇法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）別表第一に規定する公共法人 
〇任意団体 
〇宗教上の組織又は団体、政治団体 
〇医療法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、

認定特定非営利活動法人、（病院・助産所等を個人名義で開設している）医師、歯科医師、助産師 
〇個人農林漁業者及び農事組合法人 
〇本補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと認められる事業者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表２ 
補助事

業名 
取組内容 

補助金交付

限度額 
補助率 補助対象経費 

（科目） 
補助対象経費 

（取組にかかる経費の例） 

Ｉ
Ｔ
ツ
ー
ル
・
情
報
シ
ス
テ
ム
等
導
入
事
業 

労
働
生
産
性
向
上
を
目
的
と
し
て
、
Ｉ
Ｔ
利
活
用
支
援
業
務
（
委
託
事

業
）
で
検
討
・
協
議
し
た
Ｉ
Ｔ
ツ
ー
ル
や
情
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
・
改
修
、

ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
利
用
等
を
新
た
に
行
う
取
組 

１００万円 ２／３ 

(A) Ｉ Ｔツ ー

ル・情報シス

テム・機器等

購入費 

専ら補助事業のためのＩＴツール・ソ

フトウェア・情報システムやそれらに

伴う各種機器（各種センサー・カメラ

等のデバイス、WiFi 機器、LPWA、

RFID 等のデータ送受信装置、モニタ

ー等のディスプレイ機器等）等 

(B)外注費・手

数料・報酬費 
情報システムなどの要件定義・設計・

開発・構築・製作・改良・改修・保守・

設定等にかかる委託費用等 
技術指導をうけるためのコンサルティ

ング費用（旅費含む）、研修費等 

(C)賃借料・使

用料・利用料 
情報システムやそれに伴う各種機器の

リース・レンタル・賃借、クラウドサー

ビス利用料、ソフトウェアライセンス

料、回線使用料等  
※補助対象期間分のみ 

 
次の要件をすべて満たす経費が補助の対象となる。 
・補助対象となる取組に要する経費であること。 
・補助金交付決定日以降に支払った経費であること。 
・岡山市内の事業所（工場・オフィス・店舗等）における取組に係る経費であること。 
・人員削減を目的とした取組ではないこと。 
 
 
リース、レンタル、クラウドサービスについての注意点 
※１ 専ら、補助事業のために賃借・利用する機器やシステム、クラウドサービス、ＷＥＢプラットフォ

ーム等の費用とする。 
※２ 具体的には、機器・システムのリース・レンタル費用、サーバーの領域を借りる費用（サーバーの

物理的なディスク内のエリアを借入、リースを行う費用）、サーバー上のサービスを利用する費用等が

補助対象経費となる。 
※３ 費用は、見積書、契約書等で確認できるもので、補助事業期間中に要する経費のみとなる。したが

って、契約期間が補助事業期間を超える場合の補助対象経費は、按分等の方式により算出された当該補

助事業期間分のみとする。 
※４ クラウドサービス利用等に付帯する経費についても補助対象とする （例：ルータ使用料・プロバ

イダ契約料・通信料等）。ただし、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費とする。 
 
  



別表３ 

 


